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南 総 第 2 1 0 4 号

令和５ 年３月 20日

自治会町内会長 各位

南区総務課長 

町の防災組織活動費補助金について 

日頃から本市の危機管理対策事業に種々の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和５年度も引き続き、「町の防災組織」（自主防災組織）を結成している自治会町内会等

が行う自主防災活動の支援として、補助金を交付します。 

 つきましては、「令和５年度町の防災組織活動費補助金交付申請書」の提出をお願いしま

す。併せて、令和４年度の補助金の報告として、「令和４年度町の防災組織活動費補助金実

績報告書」の提出もお願いします。 

１ 事業概要 

自治会・町内会等が結成する「町の防災組織」が行う防災訓練や防災資機材の購入等

の活動を支援するため、1 世帯あたり 160 円の活動費を補助します。 

２ 提出期間 

令和５年４月１日から令和５年８月 31 日まで 

３ 提出先 

南区役所総務課庶務係（６階 66 番窓口） 

４ 提出書類 

(1) 令和５年度町の防災組織活動費補助金交付申請書

(2) 令和４年度町の防災組織活動費補助金実績報告書

(令和４年度補助金の交付を受けていない団体は提出の必要はありません。)

※ 区地域振興課に提出していただいている、自治会町内会の予算・決算書類（事業計画書・収支

予算書・事業実績報告書・収支決算書）・団体の規約・口座振替依頼書を、町の防災組織活動

費補助金の添付書類として使用することができます。申請書、報告書と合わせて、上記の添付

書類等が揃うことで受理となります。

５ 留意点について 

申請書、報告書作成等の際には、別添資料【事務の手引き】をご覧ください。 

南区役所総務課庶務係（担当 橋垣・横山） 

電話：３４１－１２２５ FAX：２４１－１１５１ 

※当該内容につきましては、令和５年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。



　第１号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第７条）

〒 -

5令和 年度町の防災組織活動費の補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11
月30日横浜市規則第139号）及び町の防災組織活動費補助金交付要綱を遵守します。

(申 請 先)

   南   区 長 令和 年 月 日

団体名

所在地

)

代表者名

TEL
（ ）

担　当　者

令和 5 年度　町の防災組織活動費補助金交付申請書

TEL (

メールアドレス

事業計画書及び収支予算書の総会等での承認 □ ※チェックをお願いします。

　A　申請世帯数 世帯 （４月１日現在）
　　　　※申請世帯数は広報配布部数を上限とします。

　B　申請金額　　A ×１６０円 ＝ 円

支出内訳【実施計画（令和 5 年４月～令和 6 年３月実施事業）】

事業項目 活動内容（複数選択可） 支出金額

防災訓練

 □ 自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

 □ 地域防災拠点訓練

 □ その他 （ ）

防災の  □ 講演会  □ 研修・講習会  □ 見学会

 防災啓発チラシ

啓発活動  □ その他 （ ）

）

 防災マニュアル  □ 防災マップ  □防災印刷  □

食料・資機材

品目 数量 品目

物作成  □ その他 （

数量

等の購入

その他

支出額合計 円

　↓↓↓　区役所記入欄です。自治会・町内会等では記入しないでください。　↓↓↓

受付番号 交付予定金額

申請世帯数 区確認世帯数 交付世帯数



　第１号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第７条）

〒 -

5令和

@city.yokohama.jp〇○○

(申 請 先)

   南   区 長 令和 5 年 〇 月 ✕ 日

団体名 ○○自治会

所在地 232 ○○○○

南区○○町△-□

) ○○○○

南区　太郎代表者名

TEL
（ ○○○ ） ○○○○

担　当　者

メールアドレス

令和 5 年度　町の防災組織活動費補助金交付申請書
年度町の防災組織活動費の補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

横浜　太郎 TEL ( ○○○

なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11
月30日横浜市規則第139号）及び町の防災組織活動費補助金交付要綱を遵守します。

事業計画書及び収支予算書の総会等での承認 ■ ※チェックをお願いします。

　A　申請世帯数 1,000 世帯 （４月１日現在）
　　　　※申請世帯数は広報配布部数を上限とします。

　B　申請金額　　A ×１６０円 ＝ 160,000 円

支出内訳【実施計画（令和 5 年４月～令和 6 年３月実施事業）】

事業項目 活動内容（複数選択可） 支出金額

防災訓練

■  自治会・町内会防災訓練 ■  他の自治会・町内会との合同防災訓練

50,000 (円)■  地域防災拠点訓練

 □ その他 （ ）

防災の  □ 講演会 ■  研修・講習会  □ 見学会
25,000 (円)

 防災啓発チラシ
65,000 (円)

啓発活動  □ その他 （ ）

）

 防災マニュアル ■  防災マップ ■防災印刷  □

食料・資機材

品目 数量 品目

物作成  □ その他 （

数量

50,000 (円)

備蓄用水 30箱

等の購入
ヘルメット 50個

その他

支出額合計 190,000 円

　↓↓↓　区役所記入欄です。自治会・町内会等では記入しないでください。　↓↓↓

受付番号 交付予定金額

申請世帯数 区確認世帯数 交付世帯数

記入例



　第６号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第12条）

　 〒 -

□ ※チェックをお願いします。

代表者名

（
TEL

）

令和 4 年度の防災活動を次のとおり報告します。

TEL
( )

担　当　者

月 日

所在地

(報 告 先)

   南  区 長 令和

団体名

年

事業実績報告書及び収支決算書の総会等での承認

4令和

メールアドレス

）

事業項目 活動内容（複数選択可） 支出金額

防災訓練

 □ 自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

年度　町の防災組織活動費補助金実績報告書

実績報告　（令和 4 年4月～令和 5 年3月実施分）

啓発活動  □ その他 （

 □ 地域防災拠点訓練

 □ その他

 □ 見学会

（

 防災啓発チラシ

防災の
 □ 講演会  □ 研修・講習会

防災印刷
 □ 防災マニュアル

）

 □ 防災マップ □

物作成  □ その他 （ ）

食料・資機材

品目 数量 品目 数量

(b)支出合計金額 円

※１件10万円を超える支出がある場合、領収書の添付が必須ですのでご注意ください。

令和 4 年度交付額 (a) 支出合計金額 (b) (a)-(b) 差引

その他

等の購入

※ 使用されなかった交付金は返還していただくことになります。
※ 前年度に交付を受けた団体は必ず提出してください。

受付番号

円 円 円



　第６号様式（町の防災組織活動費補助金交付要綱第12条）

　 〒 -

@city.yokohama.jp

■ ※チェックをお願いします。

所在地 232 ○○○○

南区○○町△-□

(報 告 先)

   南  区 長 令和 5 年 〇 月 ✕ 日

南区　太郎代表者名

TEL
（ ○○○ ） ○○○○

団体名 ○○自治会

担　当　者

メールアドレス

令和 4 年度　町の防災組織活動費補助金実績報告書

令和 4 年度の防災活動を次のとおり報告します。

横浜　太郎 TEL
( ○○○ ) ○○○○

支出金額

防災訓練

■  自治会・町内会防災訓練 □  他の自治会・町内会との合同防災訓練

60,000 (円)■

実績報告　（令和 4 年4月～令和 5 年3月実施分）

事業実績報告書及び収支決算書の総会等での承認

 地域防災拠点訓練

 □ その他 （ ）

事業項目 活動内容（複数選択可）

 見学会

啓発活動  □ その他 （ ）

防災の
 □ 講演会  □ 研修・講習会  □

127,500 (円)

備蓄用水 50箱

 防災啓発チラシ
2,500 (円)

物作成  □ その他 （ ）

防災印刷
 □ 防災マニュアル ■  防災マップ ■

レトルトおかゆ 500食

等の購入
ヘルメット 50個

食料・資機材

品目 数量 品目 数量

円

※ 使用されなかった交付金は返還していただくことになります。
※ 前年度に交付を受けた団体は必ず提出してください。

受付番号

〇〇〇

令和 4 年度交付額 (a) 支出合計金額 (b) (a)-(b) 差引

160,000 円 190,000 円 -30,000

その他

※１件10万円を超える支出がある場合、領収書の添付が必須ですのでご注意ください。

(b)支出合計金額 190,000 円

記入例



令和５年度 

「横浜市交通安全運動実施計画」 
 

１ 趣旨 

令和４年中の横浜市内における人身交通事故は、発生件数 7,492 件（前年比－391 件）、負傷

者数 8,483人（前年比－514人）と、前年に比べ発生件数、負傷者数ともに減少しました。 

しかしながら交通事故死者数は、統計開始以来最少だった前年より増え 38人（前年比＋２人）

と、依然として多くの尊い命が失われています。交通事故で亡くなられた方の状態別では、歩行

中が 19 人、二輪車乗車中が 12 人と高い割合を占めているほか、年齢別では 65 歳以上の高齢者

が関係するものが 15人と約４割を占めています。 

こうした交通事故の発生傾向を踏まえ、令和５年度は令和４年度横浜市交通安全対策会議で定

めた、「年間の交通事故死者数 36人以下」、「通学路における子どもの交通事故死ゼロ」を目標に、

関係機関・団体の皆様とともに、「市民の交通安全意識の向上」と、「交通事故のない安全で住み

よい街よこはまの実現」を目指した運動を計画的、効果的に推進し、交通安全は市民一人ひとり

の心がけと実践によって実現されるものであることを強く訴えてまいります。 
 

２ 年間スローガン 

  「安全は 心と時間の ゆとりから」 

３ 重点事項 

  横断歩道における歩行者優先の徹底 
  二輪車・自転車の交通事故防止 
  高齢者と子どもの交通事故防止 
  飲酒運転の根絶 

４ 活動推進 

  夕暮れ時の前照灯の早め点灯と走行用前照灯（ハイビーム）の効果的活用 
  自転車損害賠償責任保険等の加入義務及び全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット 

着用努力義務の周知の徹底 
  違法駐車及び放置自転車・バイクの追放 
  後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
  踏切道における交通事故防止 
  暴走族の追放 
  障がい者（特に視覚障がい者）の交通事故防止 

５ 年間運動 

 (1) 各季の運動 （※上記重点事項、活動推進を網羅して包括的に取り組む交通安全運動です。） 

  
 

名 称 実施期間 備 考 

新入学児童・園児を交通事故から守る運動 ４月５日（水）～11 日（火） 

別に実施要綱

を定めます。 

春の全国交通安全運動 
 

 

交通事故死ゼロを目指す日 

５月 11 日（木）～20 日（土） 

 

５月 20 日（土） 

夏の交通事故防止運動 7 月 11 日（火）～20 日（木） 

秋の全国交通安全運動 
 

 

交通事故死ゼロを目指す日 

９月 21 日（木）～30 日（土） 

 

９月 30 日（土） 

年末の交通事故防止運動 12 月 11 日（月）～20 日（水） 



(2) 強化月間 （※重点事項、活動推進のうち、期間中特に強化して行う運動です。） 

 

(3) 年間を通じて実施する取組（各季交通安全運動や強化月間にかかわらず、年間で実施する取組） 

市内では、高齢者が巻き込まれる事故の割合が高くなっています。また、幼少期から交通

安全に対する意識を高めることが重要と考えられることから、より一層「子どもと高齢者の

交通事故防止」に取り組んでいきます。 

 また、「みんなのサイクルルールブックよこはま」をもとに、世代・対象者別に自転車の交

通ルールを様々な機会や手段で周知するとともに、高い割合で推移している二輪車の交通事

故防止にも取り組みます。 

 

ア 子どもと高齢者の交通事故防止 
■ 幼稚園・認可保育所・横浜保育室を対象とした、横浜市幼児交通安全教育指導員による幼児

交通安全教育の推進 

■ はまっ子交通あんぜん教室等、児童を対象とした交通安全教育の推進 

■ チャイルドシート着用の推進 

■ 高齢者交通安全教育の推進 

■ 交通安全シルバーリーダーの養成・活動の推進 

 

イ 自転車・二輪車の交通事故防止 

■ 小・中・高校生を対象とした自転車の乗り方教室の開催 

■ リーフレット、世代・対象者別の啓発チラシの配布 

■ 自転車とクルマの互いの思いやりを啓発する「思いやり SHARE THE ROAD 運動」の実施 

■ 自転車等を放置しないように呼び掛ける運動の推進 

■ 体験型の交通安全教室であるスケアード・ストレイト方式交通安全教室の開催 

■ 自転車点検整備と自転車損害賠償責任保険等加入の促進 

■ 自転車の乗車用ヘルメット着用の促進 

■ 二輪車の乗り方に関する啓発及び二輪車講習会の開催 

 

 ウ その他 

■ 電動キックボードの安全利用に関する周知・啓発 

■ 視覚に障がいがある方など体の不自由な方に対する思いやりに関する周知・啓発 

■ 視聴覚教材の貸出し 

   ■ ウェブサイトを活用した広報・啓発 

   ■ SNS（Twitter 等）、動画等を活用した啓発 

   

  

名 称（スローガン） 実施期間 備 考 

九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間 
（自転車も のれば車の なかまいり） 

（ヘルメット かぶるだけでも 救える命） 

５月 1 日（月）～31 日（水） 

別に実施要綱

を定めます。 

二輪車交通事故防止強化月間 
（運転に ゆとり やさしさ 思いやり） 

暴走族追放強化月間 
（暴走は しない させない ゆるさない） 

６月 1 日（木）～30 日（金） 

首都圏放置自転車クリーンキャンペーン 
（ちょっとだけ 甘えが招く 迷惑駐車） 

（自転車の 代わりに置こう 思いやり） 

10 月 1 日（日）～31 日（火） 

飲酒運転根絶強化月間 
（乗る人に 飲ませるあなたも 犯罪者） 

12 月１日（金）～31 日（日） 

【参考】幼児交通安全訪問指導 

パペット（ルールちゃん、まもるくん）と 

指導員による交通安全教室 

 

令和５年度 

市内幼稚園・保育所等 

訪問回数：300 回（予定）       

 



 

(4) 特別対策 

ア 交通事故防止特別対策 

  交通事故の発生状況を踏まえ、特別対策を実施します。 

イ 自転車交通事故防止対策・高齢者交通事故防止対策 

神奈川県交通安全対策協議会が指定した自転車交通事故多発地域や高齢者交通事故多発地域

において、地域の実情に応じた積極的な広報啓発活動を実施します。 

【参考】令和４年 自転車交通事故多発地域（5 月 1 日指定）：鶴見区、南区、瀬谷区 
高齢者交通事故多発地域（9 月 1 日指定）：中区、瀬谷区 

 
 ウ 飲酒運転根絶対策 

   依然として飲酒運転による痛ましい交通事故が後を絶たないことから、キャンペーンを市内

各地で実施するなど飲酒運転を許さない社会づくりを強力に進めます。また、ハンドルキーパー

運動を地域で推奨し、その運動の輪を広げます。 
 

６ 横浜市交通安全対策協議会の会議等日程 

名  称 開 催 時 期 内  容  等 

交通安全功労者 

表彰式 

令和５年 

10 月下旬（予定） 

多年にわたり本市の交通安全と交通事故防止に貢献し、

その功績が顕著な個人及び団体を表彰します。 

総  会 

 

令和６年 

２月上旬（予定） 

【協議事項】 

・令和５年度交通安全運動実施結果（速報）について 

・令和６年度交通安全運動実施計画（案）について 

 
◆ 各種交通安全啓発チラシ配布等について 
  

自転車を安全で快適に利用するために知っておきたい交通ルール等をまとめた「みんなのサイクルルー

ルブックよこはま」や、世代・対象者別の啓発チラシを作成し、配布しています。 

ルールブックや啓発チラシは、市ウェブサイト（交通安全 横浜市で検索）からダウンロードして自由

にお使いいただけます。また、交通安全動画（YouTube）も公開していますので是非ご覧ください。 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

◆ 視聴覚教材等の貸出しについて 
 

横浜市道路局では、視聴覚教材(DVD、紙芝居）及びパペットの貸出しを行っておりますので、交通安全

教育に是非ご活用ください。詳細は、市ウェブサイトをご参照ください。 
 

受付方法 電話にて受け付けています。 ☎０４５（６７１）２３２３ 
 

対  象 横浜市内の団体（保育所、幼稚園、事業所、自治会町内会、老人クラブ、その他公共団体等） 
 
 

 

 

 

（ルールブック 

コンパクト版）   

【参考】  視聴覚教材（DVD） 横浜市交通安全キャラクターパペット 
（ルール） （まもる） 

  （啓発チラシ）  
（幼児向け交通安全動画） 



 

自治会・町内会 

○横浜市町内会連合会 

○各区連合町内会 

交通安全協会、団体等 

○(一財)横浜市交通安全協会 

○各地区交通安全協会 

○横浜市交通安全母の会連合会 

○各地区安全運転管理者会 

○神奈川県青少年交通安全連絡協議会 

女性・青少年団体 

○横浜市女性団体連絡協議会 

○横浜市青年団体連絡協議会 

○横浜市青少年指導員連絡協議会 

○横浜市スポーツ推進委員連絡協議会 

○ボーイスカウト横浜市連合会 

○ガールスカウト横浜市連絡協議会 

○横浜海洋少年団 

○横浜市健民少年団 

○横浜市子ども会連絡協議会 

自動車等関連団体 

○神奈川県二輪車普及安全協会 

○(一社)神奈川県指定自動車教習所協会 

○(一社)神奈川県自動車会議所 

○神奈川県タクシー協会 

○(一社)神奈川県バス協会 

○神奈川県トラック協会 

○神奈川県自動車整備振興会 

○神奈川県自動車販売店協会 

○神奈川県軽自動車協会 

○神奈川県自転車商協同組合 

○横浜個人タクシー協同組合 

○神奈川個人タクシー協同組合 

○日本自動車連盟神奈川支部 

○赤帽首都圏軽自動車運送協同組合神奈川県支部 

商工関係 

○横浜商工会議所 

○(一社)横浜青年会議所 

○横浜市商店街総連合会 

司法、保護機関・団体 

○神奈川県弁護士会 

○横浜市人権擁護委員会 

医師会等 

○横浜市医師会 

○横浜市病院協会 

労働組合 

○日本労働組合総連合会神奈川県連合会 

○日本労働組合総連合会神奈川県連合会横浜地域連合 

教育関係機関・団体 

○横浜市立高等学校長会 

○横浜市立中学校長会 

○横浜市立小学校長会 

○横浜市私立中学高等学校長協会 

○横浜市幼稚園協会 

○横浜市ＰＴＡ連絡協議会 

○横浜市学校保健会  

鉄道関係 

○東日本旅客鉄道㈱横浜保線設備技術センター 

○東日本旅客鉄道㈱横浜駅 

○東京急行電鉄㈱鉄道事業本部運輸計画部 

○京浜急行電鉄㈱鉄道本部施設部 

○相模鉄道㈱施設部 

○横浜高速鉄道㈱運輸部   

報道関係  

○日本放送協会横浜放送局   

○アール・エフ・ラジオ日本       

○テレビ神奈川   

○神奈川新聞社   

○毎日新聞社横浜支局   

○読売新聞社横浜支局 

○朝日新聞社横浜総局 

○産業経済新聞社横浜総局  

○東京新聞横浜支局  

○日本経済新聞社横浜支局  

○共同通信社横浜支局 

○時事通信社横浜総局 

道路管理者 

○国土交通省横浜国道事務所 

○中日本高速道路㈱東京支社 

○東日本高速道路㈱関東支社 

○首都高速道路㈱神奈川局 

その他関係団体 

○(公財)横浜市老人クラブ連合会 

○(福)横浜市社会福祉協議会 

○横浜市民生委員児童委員協議会        

○横浜ライオンズクラブ 

官公庁 

○関東運輸局神奈川運輸支局 

○神奈川県  

○神奈川県警察  

○横浜市        （順不同）    

横  浜  市  交  通  安  全  対  策  協  議  会  
（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課  電話０４５（671）２３２３ 

          



 
 
 
 

 

 目   的  

市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上

に取り組むことを通じて、新入学児童・園児を交通事故から守り、交通ルールとマ

ナーの基本を身につけさせることで、交通事故防止の徹底を図ります。 

 

 期   間  
 

令和５年４月５日（水）～４月 11 日（火）の７日間 

                           

 ス ロー ガ ン  
 

新入学児童・園児を交通事故から守ろう 
 

 重   点  
 

１ 新入学児童・園児の交通事故防止 

２ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

３ 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用努力義務の周知徹底 

 

◇◇令和４年中 幼児・園児、小学生、中学生の交通事故発生状況◇◇ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横 浜 市 交 通 安 全 対 策 協 議 会 

件 数 死者数 負傷者数 件 数 死者数 負傷者数 件 数 死者数 負傷者数 件 数 死者数 負傷者数

鶴 見 区 9 0 14 25 0 27 12 0 12 669 4 745

神 奈 川 区 2 0 2 9 0 8 0 0 0 363 3 400

西 区 3 0 3 2 0 2 3 0 3 255 3 285

中 区 5 0 5 7 0 7 6 0 6 384 1 432

南 区 5 0 6 9 0 9 2 0 3 328 2 361

港 南 区 8 1 8 30 0 30 9 0 8 477 2 585

保 土ケ 谷区 8 0 9 13 0 15 4 0 4 454 0 526

旭 区 6 0 8 12 0 14 7 0 6 528 2 594

磯 子 区 8 0 11 15 0 16 7 0 6 311 1 354

金 沢 区 5 0 7 13 0 13 13 0 12 506 2 574

港 北 区 4 0 4 18 0 19 3 0 3 512 2 559

緑 区 12 0 15 12 0 13 4 0 3 371 5 416

青 葉 区 6 0 8 25 0 26 11 0 13 543 1 625

都 筑 区 9 0 12 25 0 28 7 0 6 438 4 509

戸 塚 区 6 0 6 20 0 21 8 0 9 514 4 571

栄 区 1 0 3 5 0 5 4 0 4 193 0 238

泉 区 3 0 3 12 0 12 8 0 8 272 0 297

瀬 谷 区 6 0 7 11 0 10 8 0 8 374 2 412

横 浜 市 内 106 1 131 263 0 275 116 0 114 7,492 38 8,483

神 奈 川 県 内 281 2 346 802 1 832 374 0 360 21,098 113 24,382

幼 児 ・ 園 児 小 学 生 中 学 生 全 事 故



 

 

共 通 事 項 

１ 「重点」に基づき、今後の新型コロナウイルス感染症等の状況や、これに伴う市民

の交通行動の変化等に注視しつつ、それぞれの地域等の実態に即した各種交通安全

活動を積極的に推進します。 

２ 関係機関・団体の職員等に、この運動について周知を図ります。 

３ 各種会議、行事を通じて、この運動の趣旨を積極的に周知するとともに、広報紙

（誌）・機関紙（誌）を発行するときは、交通ルールの遵守とマナーの向上を呼びか

ける記事等の掲載に努めます。 

横 浜 市・区 

１ 地域の交通事故実態に即した交通安全運動の推進計画等を策定するとともに、関係

機関・団体との連携を図り、運動を推進します。 

２ 各種メディアを活用して、運動の周知と広報啓発を推進します。 

３ 参加体験型の交通安全教室を開催し、効果的な交通安全教育を推進します。 

警 察 

１ 交通事故に直結する悪質性、危険性、迷惑性の高い違反やスクールゾーン等を中心

とする指導取締りを強化します。 

２ 新入学児童・園児を中心とした街角アドバイスを積極的に推進します。 

３ 関係機関・団体に交通事故分析資料等を積極的に提供するなど、地域等の実態に即

した事故防止活動を推進します。 

４ 交通情報板などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発を推進します。  

交 通 安 全 協 会 

１ キャンペーンやイベントなどの開催により、運動への参加・協力を呼びかけるほか、

地域や職場等での自主的な活動や交通安全講習会への積極的な参加を働きかけます。 

２ はまっ子交通あんぜん教室、チャイルドシート着用教室や自転車交通安全教室を実

施し、交通事故から新入学児童・園児を守る取組を推進します。 

教 育 関 係 

１ 新入学児童・園児への交通安全教育の推進を図るとともに、校外指導の充実を図ります。 

２ 家庭との連携を密にして、登下校時及び帰宅時の交通事故防止を図ります。 

道 路 管 理 者・鉄 道 事 業 者 

１ 交通安全施設の点検整備を実施するとともに、道路パトロールなどを強化します。 

２ 道路情報板、駅広報、車内広報などを活用して、この運動の周知と交通安全の啓発

を推進します。 

地 域 

１ 安全な歩き方や横断の方法、自転車の安全な乗り方及び乗車用ヘルメットの着用な

どの基本的な交通ルールについて具体的に教えましょう。 

２ 子どもとともに、通学・通園路を事前に確認し、危険な箇所での通行方法などを現

場で指導し、実行させましょう。 

３ 自動車に乗車するときは、全ての座席のシートベルトやチャイルドシートの正しい

着用の「ひとこえ」をかけ合いましょう。 

４ 危険な横断などを見かけたら思いやりの気持ちをもって声をかけ、手をさしのべま

しょう。 
横浜市交通安全対策協議会               

（事務局）横浜市道路局交通安全・自転車政策課   
電話０４５(６７１)２３２３  
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市地防 第 652 号  

令和５年３月 10 日 

 自治会町内会長 各位 

横 浜 市 市 民 局  

地域防犯支援課長 

 

令和５年度 LED 防犯灯整備事業について（依頼） 

 

日頃から、本市の LED 防犯灯整備事業に御理解、御協力を賜り、厚くお礼を申しあげ

ます。令和５年度も引き続き LED 防犯灯の新規設置、維持管理等を行ってまいりますの

で御協力をお願いします。 

 

お願い１ ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について       

横浜市が設置したＬＥＤ防犯灯については、電気料金の支払及び故障時の修繕などの管

理は横浜市が行い、故障の発見及び連絡、繁茂した草木の除去等の日常の見守りは、自

治会町内会の皆様にお願いしております。引き続き御協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際は、下記の連絡先までご連絡ください。 

南区地域振興課  電話０４５－３４１－１２３５ 

市民局地域防犯支援課 電話０４５－６７１－３７０９ 

 

＊お知らせいただきたいこと 

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号です。） 

② 電柱番号（電柱に電柱番号が記載されている場合には、併せてご連絡ください） 

③ 住所及び目標物 

④ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点灯している」「点滅している」「鋼管ポー

ルに車が衝突し傾いている」等） 

⑤ 不具合発生の時期（気づいた日）、及び時間帯 

 

 

＊防犯灯は周囲の状況や他の照明との関係により、防犯灯によっては点灯する時間が

遅くなる場合がありますが、故障ではありません。 

＊鋼管ポールが倒れたり、大きく傾いたりなどして、電線の垂れ下がりや切断しているの

を見つけたときは、大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式

会社カスタマーセンター（電話：0120-995-007、※0120 番号をご利用になれない場

合は 03-6375-9803（有料））に御連絡ください。 
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 ※横浜市防犯灯の管理番号について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜コラム１ LED 防犯灯事業の現状＞ 

～灯具の耐用年数を超過した防犯灯が増えています～ 

平成 21～23 年度に設置した LED 防犯灯は、10 年と言われ

ている耐用年数を超過して使用しており、維持管理への対応

に注力しています。 

 

お願い２ 鋼管ポール防犯灯の撤去、建替えへの御協力について  

著しく劣化した鋼管ポールは、撤去、建替えを行います。 

撤去、建替えの実施には近隣にお住いの方の御理解、御協力が必要となります。近

隣にお住いの皆様から御理解、御協力を得るために、自治会町内会のお力をお借りし

たく、御協力をお願いします。具体的な対応については個別にお願いさせていただき

ます。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

電柱共架タイプ 鋼管ポールタイプ 

灯具の横に黄色のプレートが付いて

います。 

 

 

 

 

 

 

ポール本体に黄色のプレート又は

銀色のシールが付いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレートタイプ    シールタイプ 

 

 

 
 

防犯灯不点灯 

(1) 対象となる鋼管ポールの選定は、市民局地域防犯支援課が行います。 

(2) 付近に電柱がある場合は、ポールを撤去し、灯具を電柱へ移設します。 

建替えは付近に電柱がない場合に限られます。 

(3) 建替えの際には、横浜市の仕様に則り、鋼管ポール基礎の直径 50cm のものを設

置します。その結果、従前の鋼管ポールと同じ場所に設置することができない場

合もあります。このような場合は自治会町内会と協力し、新たな設置場所を検討

します。 

(4) 設置可能な場所が見つからなかった場合や、近隣にお住いの皆様の合意が得ら

れなかった場合は、撤去のみとなることもございますので、御了承ください。 
 

Y 瀬谷区 

T 555 
Y 鶴見区 
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＜コラム２ LED 防犯灯事業の現状＞ 

～鋼管ポールの中には経時劣化により建て替えが必要なものも増えています～ 

自治会町内会から移管した鋼管ポール防犯灯は設置の時期

や工法が一様ではなく、中には著しく劣化したものもありま

す。倒壊による被害を生じさせないよう、計画的な建替えを

実施しています。 

 

お願い３ ＬＥＤ防犯灯移設の御検討について          

地域の安全で安心な環境づくりに重要な役割を担っている防犯灯ですが、周辺の土

地利用状況が変わり、防犯灯に頼ることなく十分な明るさを確保できるようになった

場合などについては、明かりが必要な場所に移設することを御検討いただくようお願

いします。 

移設の手続の詳細につきましては、市民局地域防犯支援課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

お願い４ 自治会町内会管理の防犯灯のＬＥＤ化の御検討について  

蛍光灯防犯灯を所有管理している自治会町内会様におかれましては、蛍光管の交換

が不要で、電気代も節約できるＬＥＤ防犯灯への交換について、脱温暖化対策とＳＤ

Ｇｓの観点からも御検討を進めていただきますようお願い申し上げます。 

(参考)1 灯当たりの年間電気代（令和４年度） 

   22Ｗ蛍光灯：約 4,667 円 ⇒ 10ＷＬＥＤ灯：約 1,901 円 ※約 60％削減 

  

お願い５ ＬＥＤ防犯灯寄附の御検討について          

自治会町内会や宅地開発事業者の皆様が、独自に電柱へＬＥＤ防犯灯を新設する際、

事前に横浜市と協議し、その防犯灯を横浜市へ寄附することにより、その後の電気料

金の支払及び故障時の修繕対応などを横浜市で対応することが可能な場合があります。 

横浜市ＬＥＤ防犯灯仕様及び横浜市防犯灯設置基準を満たしているものが対象とな

りますので、寄附の手続の詳細につきましては、市民局地域防犯支課までお問い合わ

せ、御相談ください。 

 

 

 ポール穴あき 

(1) 移設先は横浜市防犯灯設置基準を満たしている電柱に限ります。 

（鋼管ポール防犯灯の移設（抜いて刺しなおす）はできません。） 

(2) 移設の費用は、横浜市が負担します。 
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お知らせ LED 防犯灯新設の申請について            

令和５年度の新規設置灯数は、電柱タイプが 180 灯、鋼管ポールタイプが 18 灯を予

定しています。すべての御要望には添えない状況ですが、防犯灯設置基準に照らし合わ

せ、より効果的な設置を進めてまいりますので、御理解・御協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

１ 申請書類及び提出期限について 

(1) 設置を希望する自治会町内会は、申請書を各区役所地域振興課でお受け取り

ください。 
(2) 申請書は、令和５年５月 31 日（水）までに 

各区役所地域振興課に御提出ください。 
 

２ 申請場所の選定について 

(1) 選定場所は、多くの地域の方が通行する道路を照明する場所とし、周囲に明か

りが無く、防犯上不安のあるところとしてください。 

(2) 場所を選定する際には、必ずお住まいの方や近隣の方など関係者の御理解を得

たうえで申請を行ってください。 

３ 令和５年度のＬＥＤ防犯灯の新設予定数について  

電柱へのＬＥＤ防犯灯の新設・・・・・・・・・・180 灯（昨年度 300 灯） 

 鋼管ポールＬＥＤ防犯灯の新設・・・・・・・・・ 18 灯（昨年度 一時休止） 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】この事業は、令和５年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施

が確定します。 

 ＜お問合せ先＞ 
市民局地域防犯支援課防犯灯担当 
電話：045-671-3709 
電子メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.jp 

【 横浜市防犯灯設置基準（抜粋） 】 

 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路

を照明する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場

所は除く。 

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由

によりやむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯

上及び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

・灯具の設置の高さは、原則として地上から 4.5 メートル以上とする。 
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地域活動
発表会 令和

４年度

～地元で活動を始めるヒントに～
令和５年２月17日に南公会堂で開催された区役所の補助金活用団体と地区
社会福祉協議会による、地域活動発表会の様子を配信します。
南区にはどんな活動があるのだろう？補助金を使うとどんなことができる
のだろう？コロナ禍でも活動している団体の取組をご覧ください！

３月20日
動画配信

妊産婦から年配者までの幅広
い世代がいつでも気軽に立ち寄
れる「自由な居場所」をめざし
て、街カフェ大倉山ミエル（港
北区）を運営しています。また、
横浜市のまちづくりコーディ
ネーターとして、様々な地域の
交流の場づくりや、つながりづ
くりといったコミュニティの活
性化支援に取り組んでいます。
令和２年度から学校・地域

コーディネーターのアドバイ
ザーとして南区にも関わってい
ます。

コーディネーター鈴木 智香子氏
（NPO法人 街カフェ大倉山ミエル 理事長）

・中村地区社会福祉協議会・大岡地区社会福祉

協議会・睦町公園映画会実行委員会・子どもフ

リースペースいらっしゃい運営委員会・こっこ

ダイニング・ＦＵＮＢＵＲＧＥＲ

発表団体

南区役所
☎045-341-1239 （地域振興課）
☎045-341-1183 （福祉保健課）

南区社会福祉協議会
☎045-260-2510

主催

南
区

南区地域活動発表会

南区区連会承認第42号



令和 5 年度

〇〇地区懇談会
●日時

令和5年5月5日（木） 19:00～

●会場

〇〇センター
（南区〇〇町3ー1－5）

●議題

〇〇の現状と今後

について

参加人数を制限させていただく場合があります。
詳しくは事務局までお問合せください。

主 催：〇〇地区連合町内会
事務局：南区地域振興課地域力推進担当 📞341-1239

👈ホーム
ページ

～まちの魅力や課題について地域で考え話し合おう～

昨年度の様子

⾒本



年間を通してご相談を受け付けています！ 
 

防犯灯や道路設備の補修など、特定箇所の懸案事項については、 

直接担当部署にご相談ください。 

 ◆◇ 主な連絡先 ◇◆  

連絡先がご不明の場合は、横浜市コールセンター（TEL: 664-2525）
または南区役所地域力推進担当(TEL: 341-1239)にお気軽にお尋ねください。
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